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介護保険料金  地域区分 6等級(単位:10.42円)  

  要介護 1～5の利用者 

  負担額の計算方法 

  報酬単位数 × 地域区分単位(10.42) = A (小数点以下は切り捨て) 

  A    ×   0.9  (1割負担の場合)    = B     

A  -  B が自己負担料金となります 

 

 

 

 

 

 

項目 報酬単位数 1 回の負担料金 
＜訪問看護費＞ 利用料 1 割 2 割 3 割 

所要時間 20 分未満  314 単位 2,371 328 655 982 
所要時間 30 分未満  471 単位 4,907 491 982 1,473 
所要時間 30 分以上 60 分未満  823 単位 8,575 858 1,715 2,573 
所要時間 60 分以上 90 分未満 1,128 単位 11,753 1,176 2,351 3,526 
※准看護師は 90%減算となります 
1 回 20 分  294 単位 3,063 306 613 919 
40 分の場合 588 単位 6,126 612 1,226 1,838 
60 分の場合（90％減算） 794 単位 8,273 828 1,655 2,482 
※理学療法士等は 1 回 20 分が基本であり週 120 分/6 回までと決まっています。 
（1）緊急時訪問看護加算  600 単位 6,252 626 1,251 1,876 
（2）特別管理加算(Ⅰ）    500 単位 5,210 521 1,042 1,563 
          特別管理加算(Ⅱ） 250 単位 2,605 261 521 782 
（3）初回加算(Ⅰ） 350 単位 3,647 365 729 1,094 
    初回加算(Ⅱ) 300 単位 3,126 313 625 938 
（4）退院時共同指導加算   600 単位 6,252 625 1,250 1,876 
（5）サービス提供体制加算(Ⅱ)      3 単位 31 4 7 10 
（6）看護体制強化加算       550 単位 5,731 574 1,146 1,720 
（7）長時間訪問看護加算      300 単位 3,126 313 625 938 
（8）看護・介護職員連携強化加算  250 単位 2,605 261 521 782 
（9）複数名訪問看護加算（30 分未満）  254 単位 2,646 265 530 794 
    複数名訪問看護加算（30 分以上） 402 単位 4,188 419 838 1,257 
（10）口腔連携強化加算 50 単位 521 53 105 157 
（11）ターミナルケア加算 2500 単位 26,050 2,605 5,210 7,815 
夜間・早朝の場合 25％加算 （18～22 時/6～8 時） 
深夜の場合 50％加算 （22～6 時） 
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予防介護保険料金   地域区分 6等級(単位:10.42円) 

要支援 1～2の利用者 

負担額の計算方法 

報酬単位数 × 地域区分単位(10.42) = A(小数点以下は切り捨て) 

A    ×   0.9  (1割負担の場合)    = B 

A  -  B が自己負担料金となります 

  項目 単位数 1 回の負担料金 

看
護
師 

＜訪問看護費＞ 利用料 1 割 2 割 3 割 
所要時間 20 分未満  303 単位 3,157 316 632 948 
所要時間 30 分未満  451 単位 4,699 470 940 1,410 
所要時間 30 分以上 60 分未満  794 単位 8,273 828 1,655 2,482 
所要時間 60 分以上 90 分未満 1,090 単位 11,357 1,136 2,272 3,408 
※准看護師は 90%減算となります 

リ
ハ
ビ
リ 

1 回 20 分  284 単位 2,959 296 592 888 
40 分の場合 568 単位 5,918 598 1,184 1,776 
60 分の場合（90％減算） 767 単位 7,992 800 1,599 2,398 
※理学療法士等は 1 回 20 分が基本であり週 120 分/6 回までと決まっています。 

加
算 

（1）緊急時訪問看護加算  600 単位 6,252 626 1,251 1,876 
（2）特別管理加算(Ⅰ）    500 単位 5,210 521 1,042 1,563 
          特別管理加算(Ⅱ） 250 単位 2,605 261 521 782 
（3）初回加算(Ⅰ） 350 単位 3,647 365 730 1,095 
    初回加算(Ⅱ) 300 単位 3,126 313 626 938 
（4）退院時共同指導加算   600 単位 6,252 626 1,251 1,876 
（5）サービス提供体制加算(Ⅱ)      3 単位 7 4 7 9 
（6）看護体制強化加算       100 単位 1,042 105 209 313 
（7）長時間訪問看護加算      300 単位 3,126 313 626 938 
（8）看護・介護職員連携強化加算  250 単位 2,605 261 521 782 
（9）複数名訪問看護加算（30 分未満）  254 単位 2,646 265 530 794 
    複数名訪問看護加算（30 分以上） 402 単位 4,188 419 838 1,257 
（10）口腔連携強化加算 50 単位 521 53 105 157 
夜間・早朝の場合 25％加算 （18～22 時/6～8 時） 

  深夜の場合 50％加算 （22～6 時） 
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	様に対する指定訪問看護ｻｰﾋﾞｽについて､ご理解いただきたい内容を説明いたします｡ご不明な点があれば､遠慮なく質問をしてください｡｢重要事項説明書｣は､介護保険法､医療保険法の規定に基づき､ご注意していただきたいことを説明するものです｡
	1 茂原訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝの概要
	☆上記地域以外の方でもご希望の方はご相談ください
	2 事業所の営業日及び営業時間
	3 事業の目的と運営方針
	4 事業所の職員体制
	R7年 1月時点
	5 提供するｻｰﾋﾞｽ内容
	6 看護師の禁止行為及び解除権に伴う行為
	7 利用料及び加算について
	1） 介護保険  　　　   別紙3 参照
	2） 予防介護保険 　　  別紙4参照
	3） 医療保険   　　　  別紙5参照
	4） 加算の同意欄 　　  別紙にあり
	訪問看護の提供を受けるにあたって､契約時点での加算についてすべての説明を受け､加算算定めることに同意いたします｡ただし､契約後に発生した加算については別紙にて再度説明と同意をいただくことにいたします｡
	8  保険外請求内容(自費)
	1)交通費
	ｽﾃｰｼｮﾝから自宅までの距離が10㎞以上の場合一律250円/回とする｡
	※Googleﾏｯﾌﾟを使用し最短距離を基準とする
	2)ご自宅での看取りに関する費用
	死後の訪問について
	医師の死亡確認後は､保険での訪問費算定ができません｡
	死亡確認後､必要な処置等がある場合､有償ｻｰﾋﾞｽの長時間訪問看護ｻｰﾋﾞｽ料金としてご請求させていただきます｡ ※別紙参照
	ｴﾝｾﾞﾙｹｱをご希望された場合は下記料金をいただきます｡
	ｴﾝｾﾞﾙｹｱ(死亡後処置)  ※別紙参照
	3)ｷｬﾝｾﾙ料
	9 利用料の支払いに関する事項
	1） 口座振替による支払いとなります｡
	引き落とし日は毎月27日になります｡(振替日が休日の場合は28又は29日となります)
	※引き落としの手続きにお時間がかかります｡利用開始の時期により2か月後から引き落としになる
	ことがございます｡その場合､2か月まとめてご請求又は利用開始月のみ現金での徴収も可能です｡
	2） 現金での支払いをご希望の方はお申しで頂ければご対応いたします｡
	※やむを得ない理由がある場合に限ります｡原則として､引き落とし又は､振り込みでお願いしており
	ます｡(当ｸﾞﾙｰﾌﾟとして現金の取り扱いを原則しない方針となりました)
	3） 領収書は4日以降に引き落としがご確認できるため､4日以降の訪問時に訪問看護師が持参いたします｡大切に保管をお願いいたします｡
	※万が一､領収書を紛失してしまい､医療費控除等の対象で領収書が必要になった場合有料にて領収
	証明書を発行いたします｡但し過去の領収書の控えを照合するのに時間がかかるため､依頼されて
	すぐにお渡しすることはできません｡くれぐれも領収書を紛失しないようお願いいたします｡
	領収証明書   1通につき1,050円
	4） お引き落としができなかった場合､翌月に合算してご請求をさせていただきます｡
	5） ご利用料金を3か月以上滞納された場合につきましては下記の対応をとします｡
	・月遅れでも支払いの意思があるかのご確認をさせていただきます｡
	・支払い困難な場合もご相談ください｡訪問が継続できるよう連携を図ってまいります｡早めのご相
	談をお願いいたします｡
	・支払いが困難となったとき連帯保証人等を求めさせていただきます｡連帯保証人等が支払い
	の責任を負っていただきます｡利用者負担分の不払い分をご請求対象といたします｡極度額は
	50万円とします｡連帯保証人につきましては､契約時に署名を頂きます｡ご変更時はお申し出
	ください｡
	6)  第12条に基づき､訪問終了した場合も口座からの引き落としとなります｡引き落としができない場合
	や手続きが間に合わなかった場合､現金でのお支払いだった場合等､口座振り込みでのお支払いとな
	ります｡請求額については郵送いたします｡
	【振り込み先】
	りそな銀行  茂原支店   普通  1177847  　医療法人社団 東光会
	10 災害時について
	1. 地震が発生した時
	長生郡市内にて震度4以上を観測した場合､状況等を確認したうえで､危険と判断した場合は､ｻｰﾋﾞｽ
	の中止･中断をする場合があります｡安全が確認できしだい訪問看護ｻｰﾋﾞｽを再開いたします｡
	2. 台風や大雨による災害
	長生郡市内にて｢警戒ﾚﾍﾞﾙ3｣または｢警戒ﾚﾍﾞﾙ3相当｣が発令された場合は､ｻｰﾋﾞｽを休止させていただ
	きます｡訪問時は､最低限のｹｱをした後､退出させていただきます｡発令後は､解除になるまで24時間
	対応による緊急訪問も休止となります｡
	3. 災害時の緊急訪問について
	緊急であっても訪問看護師の安全が確保できない訪問はできません｡電話相談は可能ですが､通信障
	害等が起きる可能性もございます｡その時は､119番通報によるご対応をお願いいたします｡救急隊か
	ら情報を求められた場合は､自宅ﾌｧｲﾙにある｢看護記録Ⅰ｣をお渡ししてください｡
	4. 訪問ができなかった場合の振り替えについて
	災害発生後､安全が確認でき次第訪問を調整させていただきます｡医療優先度の高い方から訪問をさ
	せていただきます｡当ｽﾃｰｼｮﾝの基準にて優先度は決めさせていただきます｡(家族背景､疾患､医療機器
	使用､お身体の状態等を用いて判断します)緊急時の対応となりますので､ご理解､ご協力をお願いい
	たします｡
	11 流行性感染症等の発生時
	1）　利用者又はご家族等が感染となった場合は､感染対策を講じたうえで訪問をさせていただきます｡ご
	利用者又はご家族等にも感染対策に協力してもらうことがあります｡訪問看護師の指示に従ってご
	対応をお願いします｡
	※ご対応していただけない場合は､訪問を控えさせていただく場合がございます｡
	2)   訪問のお時間を変更させていただくことがあります｡感染拡大のﾘｽｸを最小限にする対策のためで
	す｡ご協力をお願いします｡
	3)   職員又は職員家族の感染確認時も､受診させ感染に準じた指示期間お休みとなります｡そのため急
	遽､訪問ｽｹｼﾞｭｰﾙを調整させていただく可能性がございます｡
	4）　感染症に関しては､指示内容が変わることが予測できるため､状況に合わせて変更してまいりますの
	で指示に従ってください｡
	12  ｽﾃｰｼｮﾝからのお願いごと
	1） 交通事情などにより､訪問時間が5～10分ほど前後することがあります｡予定時間より15分以上前後
	する場合はご連絡を致します。
	2） 訪問ｽﾀｯﾌは､指定することはできません｡配置の考慮は致しますが､ｽｯﾀﾌにも限りがございます｡1人しか対応できない状況等になった場合などは他事業所へのご紹介なども検討していただく場合がございます｡安全かつ継続した看護が提供できるよう､数名で関わらせていただきます｡ご理解の程､お願い致します｡
	3） 緊急対応や複数名での対応をさせていただくため､看護師は同行し､ｹｱを共有させていただきます｡同行訪問については､複数名加算はかかりません｡
	4)  緊急訪問や災害時など全職員が共有できるよう､自宅外観の写真撮影､物品配置の写真配置､ｹｱ内容の
	動画撮影等､個人情報の取り扱いに注意し､事務所でのみ共有とさせていただきます｡災害時など外部
	へ情報が必要な場合は､同意をいただき､許可をいただいたときのみ提供をします｡訪問看護契約終了
	時は､情報は責任をもって当ｽﾃｰｼｮﾝで削除いたします｡
	5)  育成研修のため､学生が訪問看護師に同行し､見学をお願いしております｡お願いする場合は､ご確認
	と同意を頂いたうえで､同行させていただきます｡
	6)  訪問時のお茶やお心遣いは､お断りするよう職員に徹底しております｡
	7)  運営評価や研修目的等によるｱﾝｹｰﾄなどをお願いすることがあります｡ご依頼の際はご協力をお願い
	いたします｡
	8)  訪問看護師のｻｰﾋﾞｽ内容以外のご依頼はお控えください｡内容によっては､有償ｻｰﾋﾞｽのご利用とさせ
	ていただく場合があります｡    ※｢6､看護師の禁止事項｣の記載事項参照
	13   自費料金の発生
	1)  交通費は自費となります｡
	2)  医療保険対象で特別管理加算の対象者は､週1回長時間(90分)を超えた訪問は加算で対応できます｡
	加算の時間に規定がありません｡ｽﾃｰｼｮﾝとして30～60分程度までの滞在を想定したご提案となりま
	す｡週2回以上は自費となります｡
	3） 介護保険の利用者で限度額を越えた場合は自費となります｡
	4)  訪問看護ｻｰﾋﾞｽ内容以外の事項で利用者がご希望した場合｡
	※料金については｢訪問看護の有償ｻｰﾋﾞｽについて｣参照
	5)  訪問をお休みされる場合は､前日から訪問時間前までには､ご連絡をください｡訪問をしてご不在の場
	合､ｷｬﾝｾﾙ料が発生いたします｡
	ｻｰﾋﾞｽ契約締結に当たり､重要事項説明書の内容をご説明させていただきました｡説明を受け同意致します
	同意日     令和 　7 年   月   日
	利用者     氏名  　　　　　　　   　　      代筆者     氏名                         印
	訪問看護契約書
	様及び家族(以下､｢利用者｣といいます)と茂原訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ(以下､｢事業所｣といいます)は､事業所が利用者に対して行う訪問看護ｻｰﾋﾞｽに関して次の通り契約を結びます｡
	第1条(契約の目的)
	事業所は､介護保険法等および健康保険法等の関係法及びこの契約に従い､利用者の療養生活を支
	援し､心身の維持回復を目指すことを目的として､訪問看護ｻｰﾋﾞｽを提供します｡利用者は､事業所か
	ら訪問看護ｻｰﾋﾞｽの提供を受けた時は､事業所に対し､重要事項説明書の記載事項に従い､利用料の
	自己負担分を支払います｡
	...
	第2条(契約期間)
	この契約期間は､契約締結の日である令和  7年  2月  14日から､利用者の終了意思表示をされ
	る期間とします｡ただし､第10条に定める契約の終了行為があった場合は､その日までとします｡
	第3条(訪問看護計画とｻｰﾋﾞｽの提供)
	1） 事業所は､訪問看護ｻｰﾋﾞｽ提供にあたっては､主治医の訪問看護指示に基づき､訪問看護計画書を作成し､これに従って実施します｡
	2） 介護保険での利用者について､事業所は日常生活の状況及び意思を踏まえて､利用者の居宅ｻｰﾋﾞｽ計画(ｹｱﾌﾟﾗﾝ)に沿って､訪問看護計画書を作成し､利用者及びその家族に対し説明し､同意を得ることとします｡
	3） 医療保険での利用者について､事業所は､日常生活の状況及び意思を踏まえて､医師の指辞書を基に訪問看護計画書を作成いたします｡
	4） 事業所は､利用者がｻｰﾋﾞｽの内容や提供方法の変更を希望する場合､居宅介護支援事業者への連絡調整を行い､訪問看護計画の変更と対応をします｡
	第4条(ｻｰﾋﾞｽ提供の記録等)
	事業所は､ｻｰﾋﾞｽ提供に関する記録を整備するとともに契約終了後､介護保険利用者は2年間､医療保
	険利用者は5年間､適正に保存します｡又､法的に必要時は利用者の要求に応じてその写しを交付し
	ます｡
	第5条(利用者負担金)
	1） ｻｰﾋﾞｽの利用者負担金及び集金方法については､別紙｢重要事項説明書｣に記載する通りとします｡利用者負担金は､関係法令に基づいて決められているものであるため､契約期間中にこれが変更になった場合､利用者及びその家族に説明し､関係法令に従って改定後の金額が適応されます｡
	2） 事業所は利用者から料金の支払いを受けた場合はその領収書を発行します｡
	3） 利用者は利用料の変更に応じられない場合は､事業所に対して契約を解約する申し出することができる｡
	4） 事業所は関係法令に適用をうけない訪問看護ｻｰﾋﾞｽがある場合はあらかじめその利用料について説明し､同意を得ます｡
	第6条(保険外ｻｰﾋﾞｽ･ｷｬﾝｾﾙ料)
	1） 事業所費用､その提供するｻｰﾋﾞｽのうち､保険の適用を受けないｻｰﾋﾞｽ内容及び利用料については別紙｢重要事項説明書｣に記載する通りとします｡
	2） ｷｬﾝｾﾙの場合は､受診や救急搬送等の正当な事由を除き､ｻｰﾋﾞｽ利用当日のｷｬﾝｾﾙについてはｷｬﾝｾﾙ料が発生いたします｡
	第7条(利用料の滞納)
	1） 利用者が､正当な理由なく事業所に支払うべき利用者負担金を3ヶ月分以上滞納した場合には､事
	業所は1ヶ月以上の期間を定めて､期間満了日までに滞納額の支払いがないときこの契約を解除する旨の催告をすることができます｡
	2） 事業所は､事項の勧告をした場合には､市町村等と連絡を取り､解除後も利用者の健康･生命に支障の内容に､必要な措置を講じます｡
	3)  事業所は､前項の措置を講じた上で､利用者が第一項の期間内に滞納額の支払いを確認できなかっ
	た場合は､文書をもってこの契約を解除することができます｡
	第8条(事業所の責任によらない事由によるｻｰﾋﾞｽの実施不能)
	1)  事業所は本契約の期間中､地震･台風等の自然災害､指定感染症の蔓延､その他自己の責任に帰すべ
	からざる事由により業務を実施できなくなった場合には､利用者に対し､すでに実施した訪問看護
	の利用料を除いて､所定の利用料金の支払いを請求いたしません｡
	2)  ｻｰﾋﾞｽ実施不能時には､事前に説明と同意を得ます｡
	第9条(利用者の解約権)
	1） 利用者は､事業者に対し､いつでもこの契約の解除を申し入れることができます｡この場合には､1週間以上の予告期間を持って届け出るものとし､予告期間満了日に契約は解除されます｡
	第10条(事業所の解除権)
	1） 事業所は､利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為(別紙｢重要説明事項｣)をなし､事業所の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなくこの訪問看護ｻｰﾋﾞｽ利用契約の目的を達することが著しく困難となったときは文書より､2週間以上の予告期間を持って､この契約を解除します｡ただし､職員の心身の状態への影響､身体への危害等に該当する場合は､予告期間なくこの契約を解除とする｡
	2） 事業所は､前項によりこの契約を解除する場合には､市町村に連絡を取り､必要な措置を講じます｡
	第11条(連帯保証人及び身元引受人)
	1） 契約者は､契約の締結にあたり契約者の利用料等滞納等があった場合に備え､その債務の保証人として身元引受人を定めることとする｡
	2） 事業所は､本契約が終了した後､事業所への債務等がある場合には身元引受人にその旨を連絡することとする｡
	3） 身元引受人は､1ヶ月以内にその他の債務を履行するものとする｡但し身元引受人は､特段の 事情がある場合には､前項の連絡を受けた後､速やかに事業者にその旨連絡するものとする｡その場合には､事業所が合理的事情であると判断した場合に限り､期限を延期することがあり得る こととする｡
	4） 連帯保証人は､契約者と連携して､本契約から生じる契約者の債務を負担するものとする｡ 前項の負担は､限度額50万円を限度とする｡
	5） 連帯保証人が負担する債務の元本は､契約者又は連帯保証人が死亡したときに､確定するものとする｡
	6） 連帯保証人の請求があったときは､事業所は連帯保証人に対し､遅滞なく､利用料等の支払状 況や滞納金の額､損害補償の額等､契約者の全ての債務の額等に関する情報を提供するものとする｡
	第12条(契約の終了)
	次のいずれかの事由が発生した場合はこの契約は終了するものとします｡
	1. 第2条に基づく､契約期間が満了したとき
	2. 第7条に基づき､事業所から解約されたとき
	3. 第9条に基づき､利用者から解約の意思表示がなされ予告期間が満了したとき
	4. 第10条に基づき､事業所から契約の解約の意思表示がなされたとき
	5. 次の事由に該当した場合は､この契約は自動的に終了します
	1） 介護保険施設に入所された場合
	2） 医療機関に入院をされた場合(2か月以上)
	3） 利用者が死亡した時
	4） その他解約せざるを得ない状況が生じた場合
	第13条(損害賠償)
	1） 事業所は､訪問看護ｻｰﾋﾞｽの提供に当たって利用者の生命･身体･財産に損害が発生した場合は､その損害を賠償します｡但し､事業所に故意過失がなかった場合は､この限りではありません｡
	加入保険:全国訪問看護事業協会｢総合保障制度｣
	※自動車事故につきましては自動車保険での対応となります｡
	第14条(秘密保持)
	1） 事業所はｻｰﾋﾞｽ提供をする上で知り得た利用者に関する秘密を正当な理由なく契約中及び契約終了後も第三者に漏らすことはありません｡
	2） 事業所は､利用者から予め同意を得ない限り､ｻｰﾋﾞｽ担当者会議等において､利用者の個人情報を用いません｡
	3） 事業所及びその従業員は､退職後も在職中に知り得た利用者又はその家族の秘密を守ることを義務とします｡
	第15条(緊急時の対応)
	1） 事業所は訪問看護ｻｰﾋﾞｽの提供中に利用者の病状の急変が生じた場合､その他必要な場合は､主治医と連絡を取る等必要な措置を講じます｡
	第16条(高齢者への不適切な対応防止)
	本事業者は､利用者様等の人権の擁護･虐待等ﾊﾗｽﾒﾝﾄの防止等のために､次の掲げるとおり必要な措置を講じます｡
	1. 研修を通じて､従業者の人権意識の向上や知識技術の向上に努める｡
	2. 居宅ｻｰﾋﾞｽ計画の作成など適切な支援の実施に努めます｡
	3. 従業者が支援にあたっての悩みや苦労を相談できる体制を整えるほか､従業者がご利用者等の権利擁護に取り組める環境整備に努めます｡
	第17条(苦情対応)
	1)  利用者は､提供された訪問看護ｻｰﾋﾞｽに不満がある場合､事業者､市町村及び国民健康保険団体連合
	会にたいして苦情を申し立てることができます｡
	2)  事業所は､提供した訪問看護ｻｰﾋﾞｽについて､利用者から苦情の申し出があった場合は迅速かつ適
	切に対処し､ｻｰﾋﾞｽの向上､改善に努めます｡
	3)  事業所は､利用者が苦情申し立てを行った場合､これを理由としていかなる不利益な扱いも致しま
	せん｡
	当事業所の苦情窓口は下記になります
	名称 茂原訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ
	電話 0475-25-8661         担当者  平澤　朋子
	行政機関その他苦情受付機関
	第18条(感染症及び災害等発生時)
	1） 事業所は､災害発生時には､その規模や被害状況により通常の業務を行えない可能性があります災害時の情報､被害状況を把握し安全を確保したうえで､利用者の安否確認や支援､主治医や医療機関との連携､必要時の訪問を行います｡
	2） 事業所は､指定感染症蔓延時には通常の業務を行えない可能性があります｡感染症の拡大状況を把握し､予防対策を講じて､必要な訪問を行います｡
	第19条(連携)
	1） 事業所は訪問看護の提供にあたり､主治医及び介護支援専門員､その他保健･医療･福祉ｻｰﾋﾞｽを提供する者との連携を密に行います｡
	2） 事業所は､当該契約の変更又は終了に際し速やかに利用者担当の介護支援専門員等にも連絡します｡
	第20条(契約外条項)
	本契約に定めない事項については､介護保険法等その他の関係法令を尊重し､利用者及び事業者の協議により定めます｡
	説明を受け同意した旨の証明として､本書を2通作成し､契約者､事業所が署名のうえ､各1通ずつを保有するものとします｡
	個人情報使用同意書
	私(利用者及びその家族)の個人情報については､次に記載するところより必要最小限の範囲内で使用することに同意します｡
	1､使用する目的
	利用者様のための居宅ｻｰﾋﾞｽ計画に沿って､円滑にｻｰﾋﾞｽを提供するために実施されるｻｰﾋﾞｽ担当者会議､介護支援専門員と他の事業者との連絡調整等において必要な場合使用させていただきます｡
	1） 適切なｻｰﾋﾞｽを円滑に行うために､連携が必要な場合の情報共有のため
	2） ｻｰﾋﾞｽ提供に掛かる請求業務などの事務手続き
	3） ｻｰﾋﾞｽ利用にかかわる管理運営のため
	4） 緊急時の医師･関係機関への連絡のため
	5） ご家族及び後見人様などへの報告のため
	6） 法令上義務付けられている､関係機関からの依頼があった場合
	7） 損害賠償責任などにかかる公的機関への情報提供が必要な場合
	8） 特定の目的のために同意を得たものについては､その利用目的の範囲内で利用する
	9） 事業所内の検討会などにおける資料の為(名前など個人とわかる記載はしません)
	10)  　　学会などでの症例研究における資料の為(名前など個人とわかる記載はしません)
	令和  　 7年   　月  日
	利用者     氏名  　　　　　　　　　　　　     印
	代筆者     氏名                               　　印
	特別訪問看護指示書とは
	特別な条件で頻回な訪問が必要な方に交付されます｡介護保険の場合は､特別訪問看護指示期間中は､医療保険での訪問となります｡
	【詳細説明】
	訪問看護指示書の出ている利用者の急性増悪､終末期､退院直後等により､主治医が一時的に頻回の訪問看護が必要と判断した場合に､特別訪問看護指示書を交付します｡特別訪問看護指示書だけを交付する事は出来ません｡指示期間は最長14日までです｡月に1回交付となります｡但し､次に掲げる者は月2回まで交付できます｡
	1気管ｶﾆｭｰﾚを使用している状態にある者
	1真皮を超える褥瘡の状態にある者
	【注意点】
	主治医からの指示でなくてはなりません
	※主治医とは､訪問看護指示書を作成して頂いている医師をいいます｡
	例)主治医では判断ができず､専門医の先生(皮膚科など)に受診され､褥瘡と診断をして頂いて､専門医の先生に特別訪問看護指示書を作成していただく事はできません｡主治医を変更または､主治医から診断結果をもとに指示を頂く必要がございます｡
	【必要条件】
	･特別訪問看護指示書は､診察日で交付していただく必要があります｡
	受診又は､訪問診療･往診が必要となります｡
	･週4日以上の訪問看護のご利用が必要になります｡
	※状態が改善した場合に限り､週4日以上は不要となる場合がございます｡
	上記の条件を満たさず､介護保険の限度額が超えてしまうからといったような内容や医療であれば公費が使えるからといった理由で､特別訪問看護指示書を交付していただく事は出来ませんのであらかじめご了承ください｡
	訪問看護の有償ｻｰﾋﾞｽについて
	介護保険や医療保険でｶﾊﾞｰ出来ない内容について､自由契約でのｻｰﾋﾞｽを行います｡
	有償ｻｰﾋﾞｽのみの場合であっても主治医からの看護指示書は必要です｡
	料金はすべて消費税込みです｡
	介護保険料金  地域区分 6等級(単位:10.42円)
	要介護1～5の利用者
	負担額の計算方法
	報酬単位数 × 地域区分単位(10.42) = A　(小数点以下は切り捨て)
	A    ×   0.9  (1割負担の場合)    = B
	A  -  B が自己負担料金となります
	予防介護保険料金   地域区分 6等級(単位:10.42円)
	要支援1～2の利用者
	負担額の計算方法
	報酬単位数 × 地域区分単位(10.42) = A(小数点以下は切り捨て)
	A    ×   0.9  (1割負担の場合)    = B
	A  -  B が自己負担料金となります
	2)加算要件について(介護保険･予防介護)
	2)加算要件について(医療保険)
	医療加算  同意確認



